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● 御見積書の提出
● 契約書の締結

● 算定報告書
● 検証先事業所の概要（パンフレット）
●

● 事業所内建物配置図、隣接する敷地内配置図、住宅地図
●

● 検証の方法の選定
全数検証方式
サンプリング検証方式

● 検証計画の立案

●
事業所範囲の特定
排出活動・燃料等使用量監視点の特定
燃料等使用量監視点の特定
燃料等使用量の把握

● 排出量検証実施報告書に検証結果を記入

● 検証結果の品質管理手続
● 検証結果の確定

● 検証結果報告書等の発行

必要に応じて現地訪問

現地で確認

● 事業所作成

● ＪＣＱＡ作成
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同一の燃料等の種類で燃料等使用量監視点が１０箇所以上あ
ること又は検証に用いる燃料等購買データを年間で２００件以
上有する燃料等使用量監視点があること。

算定報告書等概要調査で入手した資料/現地訪問により次を確認

検証先事業所が作成した特定温室効果ガス排出量算定報告
書、（昨年度の算定報告書、検証結果報告書）

エネルギーフロー(事業所内配電図、事業所内空気調和設備
系統図、ガス配管図）、消防法の危険物貯蔵・取扱施設の届出
（自治体の火災予防条例の危険物貯蔵・取扱施設の届出）購
買伝票等の種類及び数、燃料等購買データの件数等

データ採取、集計報告等の明確なルールが定められており、
担当者に周知されていること。

総量削減義務と排出量取引制度に係る
検証業務フロー

契約書の締結

概要調査

検証計画策定

検証チェックリストを用いた検証

排出量検証実施報告書
を用いた検証

検証結果のとりまとめ

検証結果報告書等の提出


